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◇福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第４３号　人

　事課）

１　福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正関係
　⑴　給料の改定
　　ア　全ての給料月額を改定することとした。（改正条例第１条の規定による改正後の
　　　別表第１～別表第５の２関係）
　　イ　教育職給料表⑴の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級または４級であ
　　　る職員の給料月額に定額を加算することとした。（改正条例第３条の規定による改
　　　正後の別表第３関係）
　⑵　諸手当の改定
　　ア　期末手当について、令和７年１２月期の支給割合を１００分の１２７．５（特定
　　　幹部職員にあっては、１００分の１０７．５）に引き上げることとした。（改正条
　　　例第１条の規定による改正後の第２１条関係）
　　イ　勤勉手当について、令和７年１２月期の支給割合を１００分の１０７．５（特定
　　　幹部職員にあっては、１００分の１２７．５）に引き上げることとした。（改正条
　　　例第１条の規定による改正後の第２２条関係）
　　ウ　令和８年度以降の期末手当について、支給割合を１００分の１２６．２５（特定
　　　幹部職員にあっては、１００分の１０６．２５）とすることとした。（改正条例第
　　　４条の規定による改正後の第２１条関係）
　　エ　令和８年度以降の勤勉手当について、支給割合を１００分の１０６．２５（特定
　　　幹部職員にあっては、１００分の１２６．２５）とすることとした。（改正条例第
　　　４条の規定による改正後の第２２条関係）
　　オ　初任給調整手当について、医師および歯科医師に対する支給月額の限度額を改定
　　　することとした。（改正条例第１条の規定による改正後の第８条の２関係）
　　カ　特地勤務手当について、採用により特地公署等に在勤することとなったことに伴
　　　い転居した職員に対して手当を支給することとした。（改正条例第１条の規定によ
　　　る改正後の第１２条の３関係）
　　キ　義務教育等教員特別手当について、支給月額の限度額を改定することとした。
　　　　（改正条例第３条の規定による改正後の第２２条の５関係）
　　ク　通勤手当について、駐車料金等の支給月額の限度額を改定し、通勤のため自動車
　　　等を使用することを常例とする者であって、駐車場等を利用し、その料金を支払っ
　　　ている者に対して駐車料金等を支給することとした。（改正条例第４条の規定によ
　　　る改正後の第１１条関係）
２　福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正関係
　⑴　期末手当について、令和７年１２月期の支給割合を１００分の１７７．５に引き上

本号で公布する条例のあらまし



2 令和７年12月25日（木）　　福 井 県 報 号 外 第 90 号

　　げることとした。（改正条例第１０条の規定による改正後の第２条の２および第３条
　　関係）
　⑵　令和８年度以降の期末手当について、支給割合を１００分の１７５とすることとし
　　た。（改正条例第１１条の規定による改正後の第２条の２および第３条関係）
３　福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正関係
　⑴　多学年の学級を担当する職員の手当を廃止することとした。（改正条例第１５条関
　　係）
　⑵　夜間中学業務手当を新たに設け、夜間に授業を行う学級を置く中学校に勤務する校
　　長等に対し、日額９００円を限度に手当を支給することとした。（改正条例第１６条
　　の規定による改正後の第２９条の２関係）
４　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、１の⑵ウ、エおよびク、２
　の⑵ならびに３の⑵は令和８年４月１日から、１の⑴イならびに⑵キおよび３の⑴は令
　和８年１月１日から施行し、１の⑴アならびに⑵ア、イ、オおよびカは令和７年４月１
　日から、２の⑴は令和７年１２月１日から適用することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例

　第４４号　市町協働課）

１　医療法（昭和２３年法律第２０５号）の一部改正に伴う新たな事務を福井市に移譲す
　ることとした。（別表関係）
２　この条例は、令和８年１月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例（条例第４５号　市町協働課）

１　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の一部改正に伴い、法の規定と重複する
　事務について削除することとした。（別表関係）
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例（条例第４６号　港湾空港課）

１　敦賀港の港湾施設の整備に伴い、新たに設置する軌道走行式荷役機械の使用料を定め
　ることとした。（第５条、第９条関係） 
２　この条例は、令和８年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を改正する

　条例（条例第４７号　教職員課）

１　公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第
　７７号）の一部改正に伴い、教育職員に支給される教職調整額の規定の整備を行うこと
　とした。（第３条関係）

２　この条例は、令和８年１月１日から施行することとした。

!"#$%#&'()*

!""#""$""%""&""'

!"#
+,

-. /00. 100. &00. $00. 200.

$%& 3456 3456 3456 3456 3456

7 7 7 7 7

89:;<== <>:;?== @@?;9== @??;A== >B>;<==

89B;@== <A8;8== @>=;9== @?9;9== >?<;8==

89?;A== <A@;9== @><;9== @98;@== >?9;9==

899;:== <A:;:== @>>;?== @9<;B== >9B;:==

<==;B== <A9;<== @>:;:== @9>;8== A=>;8==

<=<;9== <:=;9== @>?;:== @9A;A== A=9;8==

<=A;=== <:<;>== @A=;A== @9:;?== A8@;:==

<=B;8== <:@;9== @A<;>== @9?;<== A8:;:==

<=9;<== <:A;>== @A>;8== @99;:== A89;8==

<88;<== <:B;>== @AA;B== >=8;8== A<8;8==

<8@;<== <:9;@== @AB;<== >=<;A==

<8A;<== <B8;<== @A?;?== >=@;9==

<8B;<== <B@;<== @:=;>== >=A;<==

<89;8== <BA;>== @:8;>== >=:;B==

<<8;=== <BB;:== @:<;>== >=?;<==

<<<;?== <B9;?== @:@;@== >=9;B==

<<>;A== <?8;9== @:>;>== >88;<==

<<:;@== <?>;<== @:A;:== >8<;?==

<<?;8== <?:;A== @::;?== >8>;>==

<<9;9== <??;9== @:?;=== >8:;8==

<@8;B== <98;<== @:9;<== >8B;@==

<@@;A== <9@;@== @B=;@== >8?;B==

<@A;<== <9A;>== @B8;@== ><=;8==

<@:;9== <9B;>== @B<;@== ><8;>==

<@?;:== <99;>== @B@;>== ><<;B==

<>=;B== @=8;@== @B>;>== ><>;===

<><;:== @=@;<== @BA;@== ><A;A==

<>>;A== @=A;8== @B:;@== ><B;===

<>:;>== @=B;=== @BB;<== ><?;<==

<>B;A== @=?;A== @B?;=== ><9;>==

<>?;:== @8=;=== @B?;?== >@8;===

<>9;B== @88;A== @B9;:== >@<;A==

<A8;8== @8@;=== @?=;@== >@@;?==

<A<;>== @8>;A== @?8;=== >@A;<==

<A@;?== @8:;=== @?8;?== >@:;:==

<AA;<== @8B;>== @?<;:== >@?;===

<A:;:== @8?;?== @?@;@== >@9;>==

<A?;8== @89;B== @?>;=== >>=;?==

@:

@B

@?

@=

@8

@<

@@

@>

@A

<>

<A

<:

<B

<?

<9

8?

89

<=

<8

<<

<@

8<

8@

8>

8A

8:

8B

:

B

?

9

8=

88

C D E

F G H

I J K

L ,

+ M

N O -

+ M

P003

8

<

@

>

A



令和７年12月25日（木）　　福 井 県 報 号 外 第 90 号

　

3

条　　　　　例

福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

 福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博 

福井県条例第４３号 

福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（初任給調整手当） 

第８条の２ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定め

る額を超えない範囲内の額を、第１号および第２号に掲げる職に係るものにあ

っては採用の日から３５年以内、第３号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から１５年以内、第４号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から５

年以内の期間、採用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっ

ては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を経過する

ごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。 

⑴ 医療職給料表⑴の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困

難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額３７万１，３

００円

⑵ 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の

補充が困難であると認められる職（前号に掲げる職を除く。）で人事委員会

規則で定めるもの 月額５万２，１００円

⑶・⑷ （略）

２・３ （略） 

第１２条の３ （略） 

２ 新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署または準特地公署に在勤

することとなったことに伴って住居を移転した職員（任用の事情等を考慮して

人事委員会規則で定める職員に限る。）、新たに特地公署または準特地公署に

該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署または準特地公署に

該当することとなった日前３年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住

居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必

（初任給調整手当） 

第８条の２ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定め

る額を超えない範囲内の額を、第１号および第２号に掲げる職に係るものにあ

っては採用の日から３５年以内、第３号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から１５年以内、第４号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から５

年以内の期間、採用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっ

ては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を経過する

ごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。 

⑴ 医療職給料表⑴の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困

難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額３７万４００

円

⑵ 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の

補充が困難であると認められる職（前号に掲げる職を除く。）で人事委員会

規則で定めるもの 月額５万１，６００円

⑶・⑷ （略）

２・３ （略） 

第１２条の３ （略） 

２ 職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事務もしくは事業

と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるものに使用される

者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署または

準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員（任用の

事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。）、新たに特地公署ま

たは準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署ま

要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員

会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手

当を支給する。 

 

 

 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の１

２５（管理または監督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の

度等を考慮して人事委員会規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。

）にあっては、１００分の１０５）、１２月に支給する場合には１００分の１

２７．５（特定幹部職員にあっては、１００分の１０７．５）を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１２７

．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０５」とあるの

は「１００分の６０」と、「１００分の１０７．５とあるのは「１００分の６

２．５」とする。 

４～７ （略） 

 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに

たは準特地公署に該当することとなった日前３年以内に当該公署に異動し、当

該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される

職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職

員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤

務手当に準ずる手当を支給する。 

 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５（管理または監督の地

位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会

規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。）にあっては、１００分の

１０５）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在

職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

 

⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１０５

」とあるのは「１００分の６０」とする。 

 

 

４～７ （略） 

 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに
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対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合には１

００分の１０５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２５）、１２月に

支給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては、１００

分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の５０（特

定幹部職員にあっては、１００分の６０）、１２月に支給する場合には１０

０分の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．５）を乗じて

得た額の総額 

３～６ （略） 

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１２５）を乗じて得た額の総額 

 

 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０（特定幹部職員にあっては、１

００分の６０）を乗じて得た額の総額 

 

 

３～６ （略） 
  

  別表第１から別表第５の２までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員

会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手

当を支給する。 

 

 

 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の１

２５（管理または監督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の

度等を考慮して人事委員会規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。

）にあっては、１００分の１０５）、１２月に支給する場合には１００分の１

２７．５（特定幹部職員にあっては、１００分の１０７．５）を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１２７

．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０５」とあるの

は「１００分の６０」と、「１００分の１０７．５とあるのは「１００分の６

２．５」とする。 

４～７ （略） 

 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに

たは準特地公署に該当することとなった日前３年以内に当該公署に異動し、当

該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される

職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職

員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤

務手当に準ずる手当を支給する。 

 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５（管理または監督の地

位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会

規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。）にあっては、１００分の

１０５）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在

職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

 

⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１０５

」とあるのは「１００分の６０」とする。 

 

 

４～７ （略） 

 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに
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対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合には１

００分の１０５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２５）、１２月に

支給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては、１００

分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の５０（特

定幹部職員にあっては、１００分の６０）、１２月に支給する場合には１０

０分の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．５）を乗じて

得た額の総額 

３～６ （略） 

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１２５）を乗じて得た額の総額 

 

 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０（特定幹部職員にあっては、１

００分の６０）を乗じて得た額の総額 

 

 

３～６ （略） 
  

  別表第１から別表第５の２までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員

会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手

当を支給する。 

 

 

 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の１

２５（管理または監督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の

度等を考慮して人事委員会規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。

）にあっては、１００分の１０５）、１２月に支給する場合には１００分の１

２７．５（特定幹部職員にあっては、１００分の１０７．５）を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１２７

．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０５」とあるの

は「１００分の６０」と、「１００分の１０７．５とあるのは「１００分の６

２．５」とする。 

４～７ （略） 

 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに

たは準特地公署に該当することとなった日前３年以内に当該公署に異動し、当

該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される

職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職

員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤

務手当に準ずる手当を支給する。 

 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５（管理または監督の地

位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会

規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。）にあっては、１００分の

１０５）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在

職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

 

⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１０５

」とあるのは「１００分の６０」とする。 

 

 

４～７ （略） 

 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに
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対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合には１

００分の１０５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２５）、１２月に

支給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては、１００

分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の５０（特

定幹部職員にあっては、１００分の６０）、１２月に支給する場合には１０

０分の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．５）を乗じて

得た額の総額 

３～６ （略） 

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１２５）を乗じて得た額の総額 

 

 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０（特定幹部職員にあっては、１

００分の６０）を乗じて得た額の総額 

 

 

３～６ （略） 
  

  別表第１から別表第５の２までを次のように改める。 
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号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）であって、その利用が人事委員会規則で定める基準に照

らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し

、その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の

算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担

することを常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につ

き、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の

通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第６項において「特別料金等相

当額」という。） 

⑵ （略） 

５ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第１項

第１号または第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等であって、その利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤

事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用

に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を考慮して

人事委員会規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支

給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で

定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 

 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以

上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額、特別料金等

相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある

場合においては、その合計額）および第３項に定める額の合計額が１５万円を

超える職員の通勤手当の額は、前４項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手

当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５万円に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 

７ （略） 

号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利

用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基

礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担すること

を常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定

めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等

の額に相当する額（その額を支給単位期間の月数で除して得た額が１５万円

を超えるときは、１箇月につき１５万円） 

⑵ （略） 

５ 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事

務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるも

のに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった

者のうち、第１項第１号または第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居

（当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）から

の通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照ら

して通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を

考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 
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号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）であって、その利用が人事委員会規則で定める基準に照

らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し

、その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の

算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担

することを常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につ

き、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の

通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第６項において「特別料金等相

当額」という。） 

⑵ （略） 

５ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第１項

第１号または第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等であって、その利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤

事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用

に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を考慮して

人事委員会規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支

給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で

定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 

 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以

上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額、特別料金等

相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある

場合においては、その合計額）および第３項に定める額の合計額が１５万円を

超える職員の通勤手当の額は、前４項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手

当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５万円に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 

７ （略） 

号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利

用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基

礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担すること

を常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定

めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等

の額に相当する額（その額を支給単位期間の月数で除して得た額が１５万円

を超えるときは、１箇月につき１５万円） 

⑵ （略） 

５ 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事

務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるも

のに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった

者のうち、第１項第１号または第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居

（当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）から

の通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照ら

して通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を

考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

第２条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

第６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項または第２項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日か

ら支給するとき以外のときまたは月の末日まで支給するとき以外のときは、そ

の給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第３条第１項、第４条および第

５条第１項の規定に基づく週休日ならびに勤務時間条例第３条第３項および勤

務時間条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づ

く勤務時間を割り振らない日の日数の合計を差し引いた日数を基礎として日割

りによって計算する。 

 

 （通勤手当） 

第１１条 （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定める

ところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相

当する額（以下「運賃等相当額」という。） 

 

 

⑵ （略） 

⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用

距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分

に応じ、前２号に定める額 

 

 

３ （略） 

４ 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異に

する公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずること

となった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第１項第１号または第３

第６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項または第２項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日か

ら支給するとき以外のときまたは月の末日まで支給するとき以外のときは、そ

の給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第３条第１項、第４条および第

５条の規定に基づく週休日（以下「週休日」という。）の日数を指し引いた日

数を基礎として日割りによって計算する。 

 

 

 

（通勤手当） 

第１１条 （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定める

ところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相

当する額（以下「運賃等相当額」という。）（運賃等相当額を支給単位期間

の月数で除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」という。）が

１５万円を超えるときは、１箇月につき１５万円） 

⑵ （略） 

⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用

距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分

に応じ、運賃等相当額および前号に定める額の合計額（１箇月当たりの運賃

等相当額および前号に定める額の合計額が１５万円を超えるときは、１箇月

につき１５万円） 

３ （略） 

４ 公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異に

する公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずること

となった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第１項第１号または第３

８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

 

（超過勤務手当） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて

した勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５条第１項の規定に基

づく週休日または勤務時間条例第３条第３項および勤務時間条例第５条第２項

において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間を割り振らな

い日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（人事委員

会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。）との合計が１箇月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）および

第３項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

⑴・⑵ （略） 

５・６ （略） 

（休日給） 

第１６条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項または第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務

時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条および第５

条第１項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日）

および年末年始の休日等（以下「休日等」と総称する。）において正規の勤務

時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全

時間に対して、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規則

で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 

 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

 

（超過勤務手当） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて

した勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５条の規定に基づく週

休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（人事委員

会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。）との合計が１箇月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）および

第３項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

 

 

 ⑴・⑵ （略） 

５・６ （略） 

（休日給） 

第１６条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項または第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務

時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条および第５

条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日）および

年末年始の休日等（以下「休日等」と総称する。）において正規の勤務時間中

に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に

対して、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規則で定め

る割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 
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８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

 

（超過勤務手当） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて

した勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５条第１項の規定に基

づく週休日または勤務時間条例第３条第３項および勤務時間条例第５条第２項

において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間を割り振らな

い日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（人事委員

会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。）との合計が１箇月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）および

第３項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

⑴・⑵ （略） 

５・６ （略） 

（休日給） 

第１６条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項または第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務

時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条および第５

条第１項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日）

および年末年始の休日等（以下「休日等」と総称する。）において正規の勤務

時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全

時間に対して、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規則

で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 

 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

 

（超過勤務手当） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて

した勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５条の規定に基づく週

休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（人事委員

会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。）との合計が１箇月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）および

第３項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

 

 

 ⑴・⑵ （略） 

５・６ （略） 

（休日給） 

第１６条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項または第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務

時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条および第５

条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日）および

年末年始の休日等（以下「休日等」と総称する。）において正規の勤務時間中

に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に

対して、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規則で定め

る割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 

 

号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）であって、その利用が人事委員会規則で定める基準に照

らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し

、その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の

算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担

することを常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につ

き、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の

通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第６項において「特別料金等相

当額」という。） 

⑵ （略） 

５ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第１項

第１号または第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等であって、その利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤

事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用

に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を考慮して

人事委員会規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支

給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で

定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 

 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以

上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額、特別料金等

相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある

場合においては、その合計額）および第３項に定める額の合計額が１５万円を

超える職員の通勤手当の額は、前４項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手

当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５万円に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 

７ （略） 

号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利

用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基

礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担すること

を常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定

めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等

の額に相当する額（その額を支給単位期間の月数で除して得た額が１５万円

を超えるときは、１箇月につき１５万円） 

⑵ （略） 

５ 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事

務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるも

のに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった

者のうち、第１項第１号または第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居

（当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）から

の通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照ら

して通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を

考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

（管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ 第８条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職員のう

ち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として人事委員会規

則で定める職員（以下「特定管理職員」という。）が臨時または緊急の必要そ

の他の公務の運営の必要により勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５

条第１項の規定に基づく週休日もしくは勤務時間条例第３条第３項および勤務

時間条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく

勤務時間を割り振らない日または休日等（次項において「週休日等」という。

）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時また

は緊急の必要により午後１０時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含ま

れる時間を除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当

該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３・４ （略） 

 （特定職員についての適用除外） 

第２０条 （略） 

２ 第８条の２から第１０条まで、第１０条の３、第１０条の５および第２３条

の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

３・４ （略） 

（管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ 第８条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職員のう

ち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として人事委員会規

則で定める職員（以下「特定管理職員」という。）が臨時または緊急の必要そ

の他の公務の運営の必要により週休日または休日等（次項において「週休日等

」という。）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。 

 

 

２ 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時また

は緊急の必要により週休日等以外の日の午後１０時から翌日の午前５時までの

間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理

職員特別勤務手当を支給する。 

３・４ （略） 

 （特定職員についての適用除外） 

第２０条 （略） 

２ 第８条の２から第１０条まで、第１０条の３、第１０条の５、第１２条から

第１２条の３までおよび第２３条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には

適用しない。 

３・４ （略） 
  

第３条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（義務教育等教員特別手当） 

第２２条の５ （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，６００円を超えない範囲内で、職務

の級および号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の例に

応じて、人事委員会規則で定める。 

３～５ （略） 

（義務教育等教員特別手当） 

第２２条の５ （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，０００円を超えない範囲内で、職務

の級および号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の例に

応じて、人事委員会規則で定める。 

３～５ （略） 
  

  別表第３を次のように改める。 
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令和７年12月25日（木）　　福 井 県 報 号 外 第 90 号28

号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）であって、その利用が人事委員会規則で定める基準に照

らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し

、その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の

算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担

することを常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につ

き、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の

通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第６項において「特別料金等相

当額」という。） 

⑵ （略） 

５ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第１項

第１号または第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等であって、その利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤

事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用

に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を考慮して

人事委員会規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支

給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で

定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 

 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以

上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額、特別料金等

相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある

場合においては、その合計額）および第３項に定める額の合計額が１５万円を

超える職員の通勤手当の額は、前４項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手

当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５万円に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 

７ （略） 

号に掲げる職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹

線鉄道等」という。）でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利

用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基

礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担すること

を常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定

めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等

の額に相当する額（その額を支給単位期間の月数で除して得た額が１５万円

を超えるときは、１箇月につき１５万円） 

⑵ （略） 

５ 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員またはその業務が県の事

務もしくは事業と密接な関連を有する法人であって人事委員会規則で定めるも

のに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった

者のうち、第１項第１号または第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居

（当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。）から

の通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照ら

して通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を

考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

 

（超過勤務手当） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて

した勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５条第１項の規定に基

づく週休日または勤務時間条例第３条第３項および勤務時間条例第５条第２項

において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間を割り振らな

い日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（人事委員

会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。）との合計が１箇月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）および

第３項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

⑴・⑵ （略） 

５・６ （略） 

（休日給） 

第１６条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項または第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務

時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条および第５

条第１項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日）

および年末年始の休日等（以下「休日等」と総称する。）において正規の勤務

時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全

時間に対して、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規則

で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 

 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

 

（超過勤務手当） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて

した勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５条の規定に基づく週

休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（人事委員

会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。）との合計が１箇月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）および

第３項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

 

 

 ⑴・⑵ （略） 

５・６ （略） 

（休日給） 

第１６条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項または第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務

時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条および第５

条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日）および

年末年始の休日等（以下「休日等」と総称する。）において正規の勤務時間中

に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に

対して、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規則で定め

る割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 

 （管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ 第８条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職員のう

ち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として人事委員会規

則で定める職員（以下「特定管理職員」という。）が臨時または緊急の必要そ

の他の公務の運営の必要により勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５

条第１項の規定に基づく週休日もしくは勤務時間条例第３条第３項および勤務

時間条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく

勤務時間を割り振らない日または休日等（次項において「週休日等」という。

）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時また

は緊急の必要により午後１０時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含ま

れる時間を除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当

該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３・４ （略） 

 （特定職員についての適用除外） 

第２０条 （略） 

２ 第８条の２から第１０条まで、第１０条の３、第１０条の５および第２３条

の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

３・４ （略） 

（管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ 第８条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職員のう

ち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として人事委員会規

則で定める職員（以下「特定管理職員」という。）が臨時または緊急の必要そ

の他の公務の運営の必要により週休日または休日等（次項において「週休日等

」という。）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。 

 

 

２ 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時また

は緊急の必要により週休日等以外の日の午後１０時から翌日の午前５時までの

間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理

職員特別勤務手当を支給する。 

３・４ （略） 

 （特定職員についての適用除外） 

第２０条 （略） 

２ 第８条の２から第１０条まで、第１０条の３、第１０条の５、第１２条から

第１２条の３までおよび第２３条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には

適用しない。 

３・４ （略） 
  

第３条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（義務教育等教員特別手当） 

第２２条の５ （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，６００円を超えない範囲内で、職務

の級および号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の例に

応じて、人事委員会規則で定める。 

３～５ （略） 

（義務教育等教員特別手当） 

第２２条の５ （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，０００円を超えない範囲内で、職務

の級および号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の例に

応じて、人事委員会規則で定める。 

３～５ （略） 
  

  別表第３を次のように改める。 
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８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

 

（超過勤務手当） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて

した勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５条第１項の規定に基

づく週休日または勤務時間条例第３条第３項および勤務時間条例第５条第２項

において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間を割り振らな

い日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（人事委員

会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。）との合計が１箇月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）および

第３項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

⑴・⑵ （略） 

５・６ （略） 

（休日給） 

第１６条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項または第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務

時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条および第５

条第１項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日）

および年末年始の休日等（以下「休日等」と総称する。）において正規の勤務

時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全

時間に対して、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規則

で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 

 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

 

（超過勤務手当） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて

した勤務（勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５条の規定に基づく週

休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（人事委員

会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。）との合計が１箇月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対

して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）および

第３項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

 

 

 ⑴・⑵ （略） 

５・６ （略） 

（休日給） 

第１６条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項または第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務

時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条および第５

条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日）および

年末年始の休日等（以下「休日等」と総称する。）において正規の勤務時間中

に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に

対して、勤務１時間につき、第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で人事委員会規則で定め

る割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ 第８条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職員のう

ち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として人事委員会規

則で定める職員（以下「特定管理職員」という。）が臨時または緊急の必要そ

の他の公務の運営の必要により勤務時間条例第３条第１項、第４条および第５

条第１項の規定に基づく週休日もしくは勤務時間条例第３条第３項および勤務

時間条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく

勤務時間を割り振らない日または休日等（次項において「週休日等」という。

）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時また

は緊急の必要により午後１０時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含ま

れる時間を除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当

該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３・４ （略） 

 （特定職員についての適用除外） 

第２０条 （略） 

２ 第８条の２から第１０条まで、第１０条の３、第１０条の５および第２３条

の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

３・４ （略） 

（管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ 第８条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職員のう

ち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として人事委員会規

則で定める職員（以下「特定管理職員」という。）が臨時または緊急の必要そ

の他の公務の運営の必要により週休日または休日等（次項において「週休日等

」という。）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。 

 

 

２ 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時また

は緊急の必要により週休日等以外の日の午後１０時から翌日の午前５時までの

間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理

職員特別勤務手当を支給する。 

３・４ （略） 

 （特定職員についての適用除外） 

第２０条 （略） 

２ 第８条の２から第１０条まで、第１０条の３、第１０条の５、第１２条から

第１２条の３までおよび第２３条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には

適用しない。 

３・４ （略） 
  

第３条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（義務教育等教員特別手当） 

第２２条の５ （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，６００円を超えない範囲内で、職務

の級および号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の例に

応じて、人事委員会規則で定める。 

３～５ （略） 

（義務教育等教員特別手当） 

第２２条の５ （略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、８，０００円を超えない範囲内で、職務

の級および号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の例に

応じて、人事委員会規則で定める。 

３～５ （略） 
  

  別表第３を次のように改める。 
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第４条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（通勤手当） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項第２号または第３号に掲げる職員で、駐車場または駐輪場（人事委員

会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場等」という。）を利

用し、当該駐車場等の利用に係る料金（以下この項において「駐車料金等」と

いう。）を支払っているもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）に対し

ては、人事委員会規則で定めるところにより、前項第２号または第３号に定め

る額に加算して当該駐車場等の１箇月当たりの駐車料金等の額に相当する額（

その額が５，０００円を超えるときは、５，０００円）の通勤手当を支給する

。 

４～９ （略） 

（期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５（管理または監

督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事

委員会規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。）にあっては、１０

０分の１０６．２５）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の７１．２５」と、「１０

０分の１０６．２５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。 

４～７ （略） 

（通勤手当） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項第３号に掲げる職員で、駐車場または駐輪場（人事委員会規則で定め

るものに限る。以下この項において「駐車場等」という。）を利用し、当該駐

車場等の利用に係る料金（以下この項において「駐車料金等」という。）を支

払っているもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）に対しては、人事委

員会規則で定めるところにより、前項第３号に定める額に加算して当該駐車場

等の１箇月当たりの駐車料金等の額に相当する額（その額が３，０００円を超

えるときは、３，０００円）の通勤手当を支給する。 

４～９ （略） 

（期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の１

２５（管理または監督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の

度等を考慮して人事委員会規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。

）にあっては、１００分の１０５）、１２月に支給する場合には１００分の１

２７．５（特定幹部職員にあっては、１００分の１０７．５）を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１２７

．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０５」とあるの

は「１００分の６０」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の
６２．５」とする。 

４～７ （略） 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０６．２５（特

定幹部職員にあっては、１００分の１２６．２５）を乗じて得た額の総額 

 

 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５（特定幹部職員にあって

は、１００分の６１．２５）を乗じて得た額の総額 

 

 

３～６ （略） 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合には１

００分の１０５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２５）、１２月に

支給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては、１００

分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の５０（特

定幹部職員にあっては、１００分の６０）、１２月に支給する場合には１０

０分の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．５）を乗じて

得た額の総額 

３～６ （略） 
  
（福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の一部改正） 

第５条 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例（平成１４年福井県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

円

358,000 

395,000 

424,000 

第５条第２項の表を次のように改める。 

号�給� �給�料�月�額

１

２

３

額月料給

円

428,000 

491,000 

556,000 

642,000 

746,000 

851,000 

給号

１

２

３

４

５

６

第４条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（通勤手当） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項第２号または第３号に掲げる職員で、駐車場または駐輪場（人事委員

会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場等」という。）を利

用し、当該駐車場等の利用に係る料金（以下この項において「駐車料金等」と

いう。）を支払っているもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）に対し

ては、人事委員会規則で定めるところにより、前項第２号または第３号に定め

る額に加算して当該駐車場等の１箇月当たりの駐車料金等の額に相当する額（

その額が５，０００円を超えるときは、５，０００円）の通勤手当を支給する

。 

４～９ （略） 

（期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５（管理または監

督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事

委員会規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。）にあっては、１０

０分の１０６．２５）を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の７１．２５」と、「１０

０分の１０６．２５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。 

４～７ （略） 

（通勤手当） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項第３号に掲げる職員で、駐車場または駐輪場（人事委員会規則で定め

るものに限る。以下この項において「駐車場等」という。）を利用し、当該駐

車場等の利用に係る料金（以下この項において「駐車料金等」という。）を支

払っているもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）に対しては、人事委

員会規則で定めるところにより、前項第３号に定める額に加算して当該駐車場

等の１箇月当たりの駐車料金等の額に相当する額（その額が３，０００円を超

えるときは、３，０００円）の通勤手当を支給する。 

４～９ （略） 

（期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の１

２５（管理または監督の地位にある職員のうち職務の複雑、困難および責任の

度等を考慮して人事委員会規則で定める職員（以下「特定幹部職員」という。

）にあっては、１００分の１０５）、１２月に支給する場合には１００分の１

２７．５（特定幹部職員にあっては、１００分の１０７．５）を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１２７

．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０５」とあるの

は「１００分の６０」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の
６２．５」とする。 

４～７ （略） 
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次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

円

358,000 

395,000 

424,000 

第５条第２項の表を次のように改める。 

号�給� �給�料�月�額

１

２

３

額月料給

円

428,000 

491,000 

556,000 

642,000 

746,000 

851,000 

給号

１

２

３

４

５

６

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０６．２５（特

定幹部職員にあっては、１００分の１２６．２５）を乗じて得た額の総額 

 

 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５（特定幹部職員にあって

は、１００分の６１．２５）を乗じて得た額の総額 

 

 

３～６ （略） 

 （勤勉手当） 

第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給

する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、または死亡し

た職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項および附則第１７

項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに

対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合には１

００分の１０５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２５）、１２月に

支給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては、１００

分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の５０（特

定幹部職員にあっては、１００分の６０）、１２月に支給する場合には１０

０分の５２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の６２．５）を乗じて

得た額の総額 

３～６ （略） 
  
（福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の一部改正） 

第５条 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例（平成１４年福井県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項の表を次のように改める。 
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358,000 

395,000 

424,000 

 

428,000 

491,000 

556,000 

642,000 

746,000 

851,000 

 

 

 

  

  

   

  
  

 

 

  

 

  

 

 

 

  
  

  

   

  
  

 

  

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

 

 

  

 

 

 
 

405,000 

455,000 

508,000 

574,000 

655,000 

765,000 

893,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

円

358,000 

395,000 

424,000 

１

２

３

号 給 給 料 月 額
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次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

円

358,000 

395,000 

424,000 

第５条第２項の表を次のように改める。 

号�給� �給�料�月�額

１

２

３

額月料給

円

428,000 

491,000 

556,000 

642,000 

746,000 

851,000 

給号

１

２

３

４

５

６

１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の９７．５」と、給与条例第２２条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」と、「１００分の１

０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 

１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、給与条例第２２条第２

項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」とする。 

 

  

第８条 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（企業職員給与条例の適用除外等） 

第１０条 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４１年福

井県条例第５２号。次項において「企業職員給与条例」という。）第３条から

第６条までおよび第６条の３の規定は、特定任期付企業職員には適用しない。  

 

２ （略） 

（企業職員給与条例の適用除外等） 

第１０条 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４１年福

井県条例第５２号。次項において「企業職員給与条例」という。）第３条から

第６条まで、第６条の３および第１７条の規定は、特定任期付企業職員には適

用しない。 

２ （略） 
  

第９条 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の９６．２５」と、給与条例

第２２条第２項第１号中「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の

８８．７５」とする。 

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の９７．５」と、給与条例第２２条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」と、「１００分の１

０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 
  

（福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

額月料給 

円 
 

405,000 

455,000 

508,000 

574,000 

655,000 

765,000 

893,000 

給号 
 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 
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第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員および第２号任期付研究員に対する給与条例第２１条第

２項の規定の適用については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の１７２．５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１

７７．５」とする。 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員および第２号任期付研究員に対する給与条例第２１条第

２項の規定の適用については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の１７２．５」とする。 

  

第６条 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員および第２号任期付研究員に対する給与条例第２１条第

２項の規定の適用については、同項中「１００分の１２６．２５」とあるのは

「１００分の１７５」とする。 

（給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員および第２号任期付研究員に対する給与条例第２１条第

２項の規定の適用については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１０

０分の１７２．５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１

７７．５」とする。 
  

（福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部改正） 

第７条 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例（平成１５年福井県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の９７．５」と、給与条例第２２条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」と、「１００分の１

０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 

１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、給与条例第２２条第２

項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」とする。 

 

  

第８条 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（企業職員給与条例の適用除外等） 

第１０条 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４１年福

井県条例第５２号。次項において「企業職員給与条例」という。）第３条から

第６条までおよび第６条の３の規定は、特定任期付企業職員には適用しない。  

 

２ （略） 

（企業職員給与条例の適用除外等） 

第１０条 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４１年福

井県条例第５２号。次項において「企業職員給与条例」という。）第３条から

第６条まで、第６条の３および第１７条の規定は、特定任期付企業職員には適

用しない。 

２ （略） 
  

第９条 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の９６．２５」と、給与条例

第２２条第２項第１号中「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の

８８．７５」とする。 

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の９７．５」と、給与条例第２２条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」と、「１００分の１

０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 
  

（福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

額月料給 

円 
 

405,000 

455,000 

508,000 

574,000 

655,000 

765,000 

893,000 

給号 
 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

 

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１７５」

とする。 

５・６ （略） 

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．５」と

、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とする。 

５・６ （略） 
  

（福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第１２条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とす

る。 

３ （略） 

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」とする。 

 

３ （略） 
  

第１３条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．
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１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の９７．５」と、給与条例第２２条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」と、「１００分の１

０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 

１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、給与条例第２２条第２

項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」とする。 

 

  

第８条 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（企業職員給与条例の適用除外等） 

第１０条 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４１年福

井県条例第５２号。次項において「企業職員給与条例」という。）第３条から

第６条までおよび第６条の３の規定は、特定任期付企業職員には適用しない。  

 

２ （略） 

（企業職員給与条例の適用除外等） 

第１０条 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４１年福

井県条例第５２号。次項において「企業職員給与条例」という。）第３条から

第６条まで、第６条の３および第１７条の規定は、特定任期付企業職員には適

用しない。 

２ （略） 
  

第９条 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の９６．２５」と、給与条例

第２２条第２項第１号中「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の

８８．７５」とする。 

（給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１０条の３、第１９条の２第１項、第２

１条第２項および第２２条第２項の規定の適用については、給与条例第１０条

の３中「医療職給料表⑴の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表⑴の

適用を受ける職員および福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に

関する条例（平成１５年福井県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。

）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（医療業務に従事す

る職員に限る。）」と、給与条例第１９条の２第１項中「以下「特定管理職員

」」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用

された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第２１条第２項中「

１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と、「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の９７．５」と、給与条例第２２条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」と、「１００分の１

０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 
  

（福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部改正） 

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１７５」

とする。 

５・６ （略） 

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．５」と

、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とする。 

５・６ （略） 
  

（福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第１２条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とす

る。 

３ （略） 

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」とする。 

 

３ （略） 
  

第１３条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

第１０条 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例（昭和２９年福井県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（議会の議員の期末手当） 

第２条の２ （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段に規定する議員にあって

は、退職し、または死亡した日現在）において議員が受けるべき議員報酬の月

額に１００分の１４５を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗

じて得た額とする。ただし、給与条例第２１条第２項中「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の１７２．５」と、「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の１７７．５」とする。 

３ （略） 

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．５」と

、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とする。 

５・６ （略） 

（期末手当） 

第２条の２ （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段に規定する議員にあって

は、退職し、または死亡した日現在）において議員が受けるべき議員報酬の月

額に１００分の１４５を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗

じて得た額とする。ただし、給与条例第２１条第２項中「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の１７２．５」とする。 

 

３ （略） 

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．５」と

する。 

５・６ （略） 
  

第１１条 福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（議会の議員の期末手当） 

第２条の２ （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段に規定する議員にあって

は、退職し、または死亡した日現在）において議員が受けるべき議員報酬の月

額に１００分の１４５を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗

じて得た額とする。ただし、給与条例第２１条第２項中「１００分の１２６．

２５」とあるのは「１００分の１７５」とする。 

 

３ （略） 

（議会の議員の期末手当） 

第２条の２ （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（前項後段に規定する議員にあって

は、退職し、または死亡した日現在）において議員が受けるべき議員報酬の月

額に１００分の１４５を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗

じて得た額とする。ただし、給与条例第２１条第２項中「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の１７２．５」と、「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の１７７．５」とする。 

３ （略） 

７５」とする。 

３ （略） 

５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とす

る。 

３ （略） 

 （福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１４条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員（任期付短時間勤務職員

を除く。）がへき
、、
地教育振興法（昭和２９年法律第１４３号）第５条の２第１

項の文部科学省令で定める基準（以下この条において単に「基準」という。）

を参酌して人事委員会が指定するへき地学校もしくは共同調理場（以下「へき

地学校等」という。）またはへき地学校等に準ずる学校および共同調理場（以

下この条において「へき地学校等に準ずる学校等」という。）に勤務したとき

に支給する。  

２～７ （略） 

（教員特殊業務に従事する職員の手当） 

第３４条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校ま

たは特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会

が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき（教頭が第１号から

第４号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表

⑴または教育職給料表⑵の２級である者が従事したときに限る。）に支給する

。

⑴・⑵ （略）

⑶ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行

う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第３条第１項、第４条およ

び第５条第１項の規定に基づく週休日もしくは勤務時間条例第３条第３項お

よび勤務時間条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規

定に基づく勤務時間を割り振らない日（次号において「週休日等」という。

）もしくは給与条例第１６条に規定する休日等（次号において「休日等」と

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員（定年前再任用短時間勤

務職員および任期付短時間勤務職員を除く。）がへき
、、
地教育振興法（昭和２９

年法律第１４３号）第５条の２第１項の文部科学省令で定める基準（以下この

条において単に「基準」という。）を参酌して人事委員会が指定するへき地学

校もしくは共同調理場（以下「へき地学校等」という。）またはへき地学校等

に準ずる学校および共同調理場（以下この条において「へき地学校等に準ずる

学校等」という。）に勤務したときに支給する。  

２～７ （略） 

（教員特殊業務に従事する職員の手当） 

第３４条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校ま

たは特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会

が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき（教頭が第１号から

第４号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表

⑴または教育職給料表⑵の２級である者が従事したときに限る。）に支給する

。

⑴・⑵ （略）

⑶ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行

う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第３条第１項、第４条もし

くは第５条に規定する週休日（次号において「週休日」という。）もしくは

給与条例第１６条に規定する休日等（次号において「休日等」という。）に

行うもの



  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

(24) 夜間中学業務手当 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

（夜間中学業務手当） 

第２９条の２ 夜間中学業務手当は、夜間に授業を行う学級を置く中学校（以下

「夜間中学校」という。）に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、

養護助教諭および講師が、夜間中学校に係る業務に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき９００円以内の額とし、その額は

、人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める。 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 
  

（福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１７条 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年福井県条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

   附 則    附 則 
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７５」とする。 

３ （略） 

５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とす

る。 

３ （略） 

 （福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１４条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員（任期付短時間勤務職員

を除く。）がへき
、、
地教育振興法（昭和２９年法律第１４３号）第５条の２第１

項の文部科学省令で定める基準（以下この条において単に「基準」という。）

を参酌して人事委員会が指定するへき地学校もしくは共同調理場（以下「へき

地学校等」という。）またはへき地学校等に準ずる学校および共同調理場（以

下この条において「へき地学校等に準ずる学校等」という。）に勤務したとき

に支給する。  

２～７ （略） 

（教員特殊業務に従事する職員の手当） 

第３４条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校ま

たは特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会

が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき（教頭が第１号から

第４号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表

⑴または教育職給料表⑵の２級である者が従事したときに限る。）に支給する

。

⑴・⑵ （略）

⑶ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行

う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第３条第１項、第４条およ

び第５条第１項の規定に基づく週休日もしくは勤務時間条例第３条第３項お

よび勤務時間条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規

定に基づく勤務時間を割り振らない日（次号において「週休日等」という。

）もしくは給与条例第１６条に規定する休日等（次号において「休日等」と

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員（定年前再任用短時間勤

務職員および任期付短時間勤務職員を除く。）がへき
、、
地教育振興法（昭和２９

年法律第１４３号）第５条の２第１項の文部科学省令で定める基準（以下この

条において単に「基準」という。）を参酌して人事委員会が指定するへき地学

校もしくは共同調理場（以下「へき地学校等」という。）またはへき地学校等

に準ずる学校および共同調理場（以下この条において「へき地学校等に準ずる

学校等」という。）に勤務したときに支給する。  

２～７ （略） 

（教員特殊業務に従事する職員の手当） 

第３４条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校ま

たは特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会

が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき（教頭が第１号から

第４号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表

⑴または教育職給料表⑵の２級である者が従事したときに限る。）に支給する

。

⑴・⑵ （略）

⑶ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行

う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第３条第１項、第４条もし

くは第５条に規定する週休日（次号において「週休日」という。）もしくは

給与条例第１６条に規定する休日等（次号において「休日等」という。）に

行うもの

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１７５」

とする。 

５・６ （略） 

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．５」と

、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とする。 

５・６ （略） 
  

（福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第１２条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とす

る。 

３ （略） 

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」とする。 

 

３ （略） 
  

第１３条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

いう。）に行うもの 

⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）における児童または生徒に対する指導業務で週休

日等、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である

日に行うもの 

⑸ （略） 

２ （略） 

 

 ⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）における児童または生徒に対する指導業務で週休

日、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である日

に行うもの 

⑸ （略） 

２ （略） 
  

第１５条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(24) （略） 

 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

 

第３１条 削除 

 

 

 

 

 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(24) （略） 

(25) 多学年の学級を担当する職員の手当 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

 （多学年の学級を担当する職員の手当） 

第３１条 多学年の学級を担当する職員の手当は、小学校または中学校の２以上

の学年の児童または生徒で編制されている学級（学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第８１条第２項および第３項に規定する特別支援学級を除く。）を

担当する教員のうち人事委員会の定める教員が当該学級における授業または指

導に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき、人事委員会が学級の区分に応じ

て３５０円以内で定める額とする。 
  

第１６条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 
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（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１７５」

とする。 

５・６ （略） 

（知事等の給与および旅費） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 知事等の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に

、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第

２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．５」と

、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とする。 

５・６ （略） 
  

（福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第１２条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４６年福井県条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とす

る。 

３ （略） 

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

５」とする。 

 

３ （略） 
  

第１３条 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１

 （期末手当、通勤手当および寒冷地手当） 

第３条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、給料の月額に１００分の１４５を乗じて得た額に、

福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。

以下この項において「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「一般

職員」という。）の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１７２．

いう。）に行うもの 

⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）における児童または生徒に対する指導業務で週休

日等、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である

日に行うもの 

⑸ （略） 

２ （略） 

 

 ⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）における児童または生徒に対する指導業務で週休

日、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である日

に行うもの 

⑸ （略） 

２ （略） 
  

第１５条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(24) （略） 

 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

 

第３１条 削除 

 

 

 

 

 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(24) （略） 

(25) 多学年の学級を担当する職員の手当 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

 （多学年の学級を担当する職員の手当） 

第３１条 多学年の学級を担当する職員の手当は、小学校または中学校の２以上

の学年の児童または生徒で編制されている学級（学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第８１条第２項および第３項に規定する特別支援学級を除く。）を

担当する教員のうち人事委員会の定める教員が当該学級における授業または指

導に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき、人事委員会が学級の区分に応じ

て３５０円以内で定める額とする。 
  

第１６条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

７５」とする。 

３ （略） 

５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とす

る。 

３ （略） 

 （福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１４条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員（任期付短時間勤務職員

を除く。）がへき
、、
地教育振興法（昭和２９年法律第１４３号）第５条の２第１

項の文部科学省令で定める基準（以下この条において単に「基準」という。）

を参酌して人事委員会が指定するへき地学校もしくは共同調理場（以下「へき

地学校等」という。）またはへき地学校等に準ずる学校および共同調理場（以

下この条において「へき地学校等に準ずる学校等」という。）に勤務したとき

に支給する。  

２～７ （略） 

（教員特殊業務に従事する職員の手当） 

第３４条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校ま

たは特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会

が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき（教頭が第１号から

第４号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表

⑴または教育職給料表⑵の２級である者が従事したときに限る。）に支給する

。

⑴・⑵ （略）

⑶ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行

う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第３条第１項、第４条およ

び第５条第１項の規定に基づく週休日もしくは勤務時間条例第３条第３項お

よび勤務時間条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規

定に基づく勤務時間を割り振らない日（次号において「週休日等」という。

）もしくは給与条例第１６条に規定する休日等（次号において「休日等」と

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員（定年前再任用短時間勤

務職員および任期付短時間勤務職員を除く。）がへき
、、
地教育振興法（昭和２９

年法律第１４３号）第５条の２第１項の文部科学省令で定める基準（以下この

条において単に「基準」という。）を参酌して人事委員会が指定するへき地学

校もしくは共同調理場（以下「へき地学校等」という。）またはへき地学校等

に準ずる学校および共同調理場（以下この条において「へき地学校等に準ずる

学校等」という。）に勤務したときに支給する。  

２～７ （略） 

（教員特殊業務に従事する職員の手当） 

第３４条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校ま

たは特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会

が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき（教頭が第１号から

第４号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表

⑴または教育職給料表⑵の２級である者が従事したときに限る。）に支給する

。

⑴・⑵ （略）

⑶ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行

う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第３条第１項、第４条もし

くは第５条に規定する週休日（次号において「週休日」という。）もしくは

給与条例第１６条に規定する休日等（次号において「休日等」という。）に

行うもの

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

(24) 夜間中学業務手当 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

（夜間中学業務手当） 

第２９条の２ 夜間中学業務手当は、夜間に授業を行う学級を置く中学校（以下

「夜間中学校」という。）に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、

養護助教諭および講師が、夜間中学校に係る業務に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき９００円以内の額とし、その額は

、人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める。 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 
  

（福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１７条 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年福井県条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

   附 則    附 則 



 （福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１５条 （略） 

２ 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第５条、第６条および

第１８条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 （福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１５条 （略） 

２ 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第５条、第６条、第６

条の３、第９条、第１０条および第１８条の規定は、暫定再任用職員には適用

しない。 
  

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条および第１５条の規定は、令和８年１月１日から、第４条、第６条、第９条、第１１条、第１３条および第

１６条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）の規定、第５条の規定による改正後の福井県一般

職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例（以下「改正後の任期付研究員条例」という。）の規定および第７条の規定による改正後

の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）の規定ならびに附則第４項の規定は、令和７年４

月１日（以下「適用日」という。）から、第１０条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例（以下「改正後の特別職給与条例」と

いう。）の規定および第１２条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（以下「改正後の教育長給与条例」という。）

の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、

第１条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第５条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究

員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第７条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および

給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第１０条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支

給された給与または第１２条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改

正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定によ

る給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

４ 附則第２項の規定に基づき改正後の給与条例第１２条の３第２項の規定を適用する場合には、適用日前に新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署また

は準特地公署に在勤することとなったことに伴い令和５年度または令和６年度に住居を移転した職員（第１条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に

関する条例第１２条の３第２項の規定に基づく特地勤務手当に準ずる手当を支給されていた職員を除く。）であって、適用日以後も引き続き当該特地公署もしくは

準特地公署に在勤するものは、適用日以後に改正後の給与条例第１２条の３第２項の規定の適用を受ける職員の例により、改正後の給与条例第１２条の３第２項の

規定に基づく特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

 （人事委員会規則への委任） 

５ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

(24) 夜間中学業務手当 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

（夜間中学業務手当） 

第２９条の２ 夜間中学業務手当は、夜間に授業を行う学級を置く中学校（以下

「夜間中学校」という。）に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、

養護助教諭および講師が、夜間中学校に係る業務に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき９００円以内の額とし、その額は

、人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める。 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 
  

（福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１７条 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年福井県条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

   附 則    附 則 

44 令和７年12月25日（木）　　福 井 県 報 号 外 第 90 号

７５」とする。 

３ （略） 

５」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７７．５」とす

る。 

３ （略） 

 （福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１４条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員（任期付短時間勤務職員

を除く。）がへき
、、
地教育振興法（昭和２９年法律第１４３号）第５条の２第１

項の文部科学省令で定める基準（以下この条において単に「基準」という。）

を参酌して人事委員会が指定するへき地学校もしくは共同調理場（以下「へき

地学校等」という。）またはへき地学校等に準ずる学校および共同調理場（以

下この条において「へき地学校等に準ずる学校等」という。）に勤務したとき

に支給する。  

２～７ （略） 

（教員特殊業務に従事する職員の手当） 

第３４条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校ま

たは特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会

が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき（教頭が第１号から

第４号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表

⑴または教育職給料表⑵の２級である者が従事したときに限る。）に支給する

。

⑴・⑵ （略）

⑶ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行

う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第３条第１項、第４条およ

び第５条第１項の規定に基づく週休日もしくは勤務時間条例第３条第３項お

よび勤務時間条例第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規

定に基づく勤務時間を割り振らない日（次号において「週休日等」という。

）もしくは給与条例第１６条に規定する休日等（次号において「休日等」と

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員（定年前再任用短時間勤

務職員および任期付短時間勤務職員を除く。）がへき
、、
地教育振興法（昭和２９

年法律第１４３号）第５条の２第１項の文部科学省令で定める基準（以下この

条において単に「基準」という。）を参酌して人事委員会が指定するへき地学

校もしくは共同調理場（以下「へき地学校等」という。）またはへき地学校等

に準ずる学校および共同調理場（以下この条において「へき地学校等に準ずる

学校等」という。）に勤務したときに支給する。  

２～７ （略） 

（教員特殊業務に従事する職員の手当） 

第３４条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校ま

たは特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護

助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会

が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき（教頭が第１号から

第４号までに掲げる業務に従事した場合にあっては、職務の級が教育職給料表

⑴または教育職給料表⑵の２級である者が従事したときに限る。）に支給する

。

⑴・⑵ （略）

⑶ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行

う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第３条第１項、第４条もし

くは第５条に規定する週休日（次号において「週休日」という。）もしくは

給与条例第１６条に規定する休日等（次号において「休日等」という。）に

行うもの

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

(24) 夜間中学業務手当 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

（夜間中学業務手当） 

第２９条の２ 夜間中学業務手当は、夜間に授業を行う学級を置く中学校（以下

「夜間中学校」という。）に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、

養護助教諭および講師が、夜間中学校に係る業務に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき９００円以内の額とし、その額は

、人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める。 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 
  

（福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１７条 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年福井県条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

   附 則    附 則 

いう。）に行うもの 

⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）における児童または生徒に対する指導業務で週休

日等、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である

日に行うもの 

⑸ （略） 

２ （略） 

 

 ⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）における児童または生徒に対する指導業務で週休

日、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である日

に行うもの 

⑸ （略） 

２ （略） 
  

第１５条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(24) （略） 

 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

 

第３１条 削除 

 

 

 

 

 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(24) （略） 

(25) 多学年の学級を担当する職員の手当 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

 （多学年の学級を担当する職員の手当） 

第３１条 多学年の学級を担当する職員の手当は、小学校または中学校の２以上

の学年の児童または生徒で編制されている学級（学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第８１条第２項および第３項に規定する特別支援学級を除く。）を

担当する教員のうち人事委員会の定める教員が当該学級における授業または指

導に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき、人事委員会が学級の区分に応じ

て３５０円以内で定める額とする。 
  

第１６条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 
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いう。）に行うもの 

⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）における児童または生徒に対する指導業務で週休

日等、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である

日に行うもの 

⑸ （略） 

２ （略） 

 

 ⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活

動に準ずる活動をいう。）における児童または生徒に対する指導業務で週休

日、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である日

に行うもの 

⑸ （略） 

２ （略） 
  

第１５条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(24) （略） 

 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

 

第３１条 削除 

 

 

 

 

 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(24) （略） 

(25) 多学年の学級を担当する職員の手当 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

 （多学年の学級を担当する職員の手当） 

第３１条 多学年の学級を担当する職員の手当は、小学校または中学校の２以上

の学年の児童または生徒で編制されている学級（学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第８１条第２項および第３項に規定する特別支援学級を除く。）を

担当する教員のうち人事委員会の定める教員が当該学級における授業または指

導に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき、人事委員会が学級の区分に応じ

て３５０円以内で定める額とする。 
  

第１６条 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

 （福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１５条 （略） 

２ 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第５条、第６条および

第１８条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 （福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１５条 （略） 

２ 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第５条、第６条、第６

条の３、第９条、第１０条および第１８条の規定は、暫定再任用職員には適用

しない。 
  

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条および第１５条の規定は、令和８年１月１日から、第４条、第６条、第９条、第１１条、第１３条および第

１６条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）の規定、第５条の規定による改正後の福井県一般

職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例（以下「改正後の任期付研究員条例」という。）の規定および第７条の規定による改正後

の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）の規定ならびに附則第４項の規定は、令和７年４

月１日（以下「適用日」という。）から、第１０条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例（以下「改正後の特別職給与条例」と

いう。）の規定および第１２条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（以下「改正後の教育長給与条例」という。）

の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、

第１条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第５条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究

員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第７条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および

給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第１０条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支

給された給与または第１２条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改

正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定によ

る給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

４ 附則第２項の規定に基づき改正後の給与条例第１２条の３第２項の規定を適用する場合には、適用日前に新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署また

は準特地公署に在勤することとなったことに伴い令和５年度または令和６年度に住居を移転した職員（第１条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に

関する条例第１２条の３第２項の規定に基づく特地勤務手当に準ずる手当を支給されていた職員を除く。）であって、適用日以後も引き続き当該特地公署もしくは

準特地公署に在勤するものは、適用日以後に改正後の給与条例第１２条の３第２項の規定の適用を受ける職員の例により、改正後の給与条例第１２条の３第２項の

規定に基づく特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

 （人事委員会規則への委任） 

５ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

(24) 夜間中学業務手当 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

（夜間中学業務手当） 

第２９条の２ 夜間中学業務手当は、夜間に授業を行う学級を置く中学校（以下

「夜間中学校」という。）に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、

養護助教諭および講師が、夜間中学校に係る業務に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき９００円以内の額とし、その額は

、人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める。 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 
  

（福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１７条 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年福井県条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

   附 則    附 則 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４４号 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年福井県条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

１～３ （略） 

４ 健康福祉部関係 

事務 市町 

１～４ （略） （略） 

５ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項中

「法」という。）および医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号。以下この項中「政令」という。）に基

づく、次に掲げる事務 

⑴～⑹ （略）

⑺ 法第３０条の１８の４第１項の規定による報告の

受理および知事への送付ならびに同条第２項の規定

による確認に関する事務 

⑻ 法第３０条の１８の４第４項の規定による報告の

受理および知事への送付ならびに同項の規定による

確認に関する事務 

⑼ （略）

⑽ （略）

⑾ （略）

⑿ （略）

⒀ （略）

⒁ （略）

福井市 

６～３０ （略） （略） 

５～７ （略） 

別表（第２条関係） 

１～３ （略） 

４ 健康福祉部関係 

事務 市町 

１～４ （略） （略） 

５ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項中

「法」という。）および医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号。以下この項中「政令」という。）に基

づく、次に掲げる事務 

⑴～⑹ （略）

⑺ （略）

⑻ （略）

⑼ （略）

⑽ （略）

⑾ （略）

⑿ （略）

福井市 

６～３０ （略） （略） 

５～７ （略） 



住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４５号 

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 

住民基本台帳法施行条例（平成１４年福井県条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

１ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行機関 事務 

教育委員会 （略） 

公安委員会 （略） 

別表第１（第２条関係） 

１ （略） 

２ （略） 

３ 採石法（昭和２５年法律第２９１号）による同法第３２条の登録または同

法第３２条の７第１項の届出に関する事務であって規則で定めるもの 

４ 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）による同法第３条の登録または同

法第９条第１項の届出に関する事務であって規則で定めるもの 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行機関 事務 

教育委員会 （略） 

監査委員 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）による同法第

２４２条第１項の監査に関する事務であって規則で定

めるもの 

公安委員会 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４４号 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年福井県条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

１～３ （略） 

４ 健康福祉部関係 

事務 市町 

１～４ （略） （略） 

５ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項中

「法」という。）および医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号。以下この項中「政令」という。）に基

づく、次に掲げる事務 

⑴～⑹ （略）

⑺ 法第３０条の１８の４第１項の規定による報告の

受理および知事への送付ならびに同条第２項の規定

による確認に関する事務 

⑻ 法第３０条の１８の４第４項の規定による報告の

受理および知事への送付ならびに同項の規定による

確認に関する事務 

⑼ （略）

⑽ （略）

⑾ （略）

⑿ （略）

⒀ （略）

⒁ （略）

福井市 

６～３０ （略） （略） 

５～７ （略） 

別表（第２条関係） 

１～３ （略） 

４ 健康福祉部関係 

事務 市町 

１～４ （略） （略） 

５ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項中

「法」という。）および医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号。以下この項中「政令」という。）に基

づく、次に掲げる事務 

⑴～⑹ （略）

⑺ （略）

⑻ （略）

⑼ （略）

⑽ （略）

⑾ （略）

⑿ （略）

福井市 

６～３０ （略） （略） 

５～７ （略） 

 （福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１５条 （略） 

２ 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第５条、第６条および

第１８条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 （福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１５条 （略） 

２ 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第５条、第６条、第６

条の３、第９条、第１０条および第１８条の規定は、暫定再任用職員には適用

しない。 
  

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条および第１５条の規定は、令和８年１月１日から、第４条、第６条、第９条、第１１条、第１３条および第

１６条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）の規定、第５条の規定による改正後の福井県一般

職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例（以下「改正後の任期付研究員条例」という。）の規定および第７条の規定による改正後

の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）の規定ならびに附則第４項の規定は、令和７年４

月１日（以下「適用日」という。）から、第１０条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例（以下「改正後の特別職給与条例」と

いう。）の規定および第１２条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（以下「改正後の教育長給与条例」という。）

の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、

第１条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第５条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究

員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第７条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および

給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第１０条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支

給された給与または第１２条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改

正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定によ

る給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

４ 附則第２項の規定に基づき改正後の給与条例第１２条の３第２項の規定を適用する場合には、適用日前に新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署また

は準特地公署に在勤することとなったことに伴い令和５年度または令和６年度に住居を移転した職員（第１条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に

関する条例第１２条の３第２項の規定に基づく特地勤務手当に準ずる手当を支給されていた職員を除く。）であって、適用日以後も引き続き当該特地公署もしくは

準特地公署に在勤するものは、適用日以後に改正後の給与条例第１２条の３第２項の規定の適用を受ける職員の例により、改正後の給与条例第１２条の３第２項の

規定に基づく特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

 （人事委員会規則への委任） 

５ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 
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  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

(24) 夜間中学業務手当 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

(33) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

（夜間中学業務手当） 

第２９条の２ 夜間中学業務手当は、夜間に授業を行う学級を置く中学校（以下

「夜間中学校」という。）に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、

養護助教諭および講師が、夜間中学校に係る業務に従事したときに支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき９００円以内の額とし、その額は

、人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める。 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 

（手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴～(23) （略） 

 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

(32) （略） 

 

（高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当） 

第２９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（へき地学校等に勤務する職員の手当等） 

第３０条 （略） 
  

（福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１７条 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年福井県条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

   附 則    附 則 
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 （福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１５条 （略） 

２ 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第５条、第６条および

第１８条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 （福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第１５条 （略） 

２ 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第５条、第６条、第６

条の３、第９条、第１０条および第１８条の規定は、暫定再任用職員には適用

しない。 
  

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条および第１５条の規定は、令和８年１月１日から、第４条、第６条、第９条、第１１条、第１３条および第

１６条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）の規定、第５条の規定による改正後の福井県一般

職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例（以下「改正後の任期付研究員条例」という。）の規定および第７条の規定による改正後

の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）の規定ならびに附則第４項の規定は、令和７年４

月１日（以下「適用日」という。）から、第１０条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例（以下「改正後の特別職給与条例」と

いう。）の規定および第１２条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（以下「改正後の教育長給与条例」という。）

の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、

第１条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第５条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究

員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第７条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および

給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第１０条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支

給された給与または第１２条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改

正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定によ

る給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

４ 附則第２項の規定に基づき改正後の給与条例第１２条の３第２項の規定を適用する場合には、適用日前に新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署また

は準特地公署に在勤することとなったことに伴い令和５年度または令和６年度に住居を移転した職員（第１条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に

関する条例第１２条の３第２項の規定に基づく特地勤務手当に準ずる手当を支給されていた職員を除く。）であって、適用日以後も引き続き当該特地公署もしくは

準特地公署に在勤するものは、適用日以後に改正後の給与条例第１２条の３第２項の規定の適用を受ける職員の例により、改正後の給与条例第１２条の３第２項の

規定に基づく特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

 （人事委員会規則への委任） 

５ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４５号 

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 

住民基本台帳法施行条例（平成１４年福井県条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

１ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行機関 事務 

教育委員会 （略） 

公安委員会 （略） 

別表第１（第２条関係） 

１ （略） 

２ （略） 

３ 採石法（昭和２５年法律第２９１号）による同法第３２条の登録または同

法第３２条の７第１項の届出に関する事務であって規則で定めるもの 

４ 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）による同法第３条の登録または同

法第９条第１項の届出に関する事務であって規則で定めるもの 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行機関 事務 

教育委員会 （略） 

監査委員 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）による同法第

２４２条第１項の監査に関する事務であって規則で定

めるもの 

公安委員会 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４４号 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年福井県条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

１～３ （略） 

４ 健康福祉部関係 

事務 市町 

１～４ （略） （略） 

５ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項中

「法」という。）および医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号。以下この項中「政令」という。）に基

づく、次に掲げる事務 

⑴～⑹ （略）

⑺ 法第３０条の１８の４第１項の規定による報告の

受理および知事への送付ならびに同条第２項の規定

による確認に関する事務 

⑻ 法第３０条の１８の４第４項の規定による報告の

受理および知事への送付ならびに同項の規定による

確認に関する事務 

⑼ （略）

⑽ （略）

⑾ （略）

⑿ （略）

⒀ （略）

⒁ （略）

福井市 

６～３０ （略） （略） 

５～７ （略） 

別表（第２条関係） 

１～３ （略） 

４ 健康福祉部関係 

事務 市町 

１～４ （略） （略） 

５ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項中

「法」という。）および医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号。以下この項中「政令」という。）に基

づく、次に掲げる事務 

⑴～⑹ （略）

⑺ （略）

⑻ （略）

⑼ （略）

⑽ （略）

⑾ （略）

⑿ （略）

福井市 

６～３０ （略） （略） 

５～７ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 



福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４６号 

福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例  

福井県港湾施設管理条例（昭和３７年福井県条例第４５号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第５条、第９条関係） 

施設名 使用料算定基礎 使用料 

１～８ （略） （略） （略） 

９ 軌道走行式荷役

機械 

１時間につき（使用時間が

１時間を超える場合は、そ

の超える時間３０分ごとに

使用料の額の半額を加算す

る。） 

コンテナ専用のもの

コンテナターミナルの

区域内のもの

コンテナターミナルの

区域外のもの

コンテナ専用以外のもの

つり上げ荷重４６．５

トンのもの

つり上げ荷重５８．１

トンのもの

６万６，０００円 

６万４，０００円 

６万５００円 

７万６，７００円 

１０・１１ （略） （略） （略） 

備考 

  １～７ （略） 

別表第１（第５条、第９条関係） 

施設名 使用料算定基礎 使用料 

１～８ （略） （略） （略） 

９ 軌道走行式荷役

機械 

１時間につき（使用時間が

１時間を超える場合は、そ

の超える時間３０分ごとに

使用料の額の半額を加算す

る。） 

コンテナ専用のもの

コンテナターミナルの

区域内のもの

コンテナターミナルの

区域外のもの

コンテナ専用以外のもの

６万６，０００円 

６万４，０００円 

６万５００円 

１０・１１ （略） （略） （略） 

備考 

  １～７ （略） 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４５号 

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 

住民基本台帳法施行条例（平成１４年福井県条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

１ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行機関 事務 

教育委員会 （略） 

公安委員会 （略） 

別表第１（第２条関係） 

１ （略） 

２ （略） 

３ 採石法（昭和２５年法律第２９１号）による同法第３２条の登録または同

法第３２条の７第１項の届出に関する事務であって規則で定めるもの 

４ 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）による同法第３条の登録または同

法第９条第１項の届出に関する事務であって規則で定めるもの 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行機関 事務 

教育委員会 （略） 

監査委員 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）による同法第

２４２条第１項の監査に関する事務であって規則で定

めるもの 

公安委員会 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４４号 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１１年福井県条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

１～３ （略） 

４ 健康福祉部関係 

事務 市町 

１～４ （略） （略） 

５ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項中

「法」という。）および医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号。以下この項中「政令」という。）に基

づく、次に掲げる事務 

⑴～⑹ （略）

⑺ 法第３０条の１８の４第１項の規定による報告の

受理および知事への送付ならびに同条第２項の規定

による確認に関する事務 

⑻ 法第３０条の１８の４第４項の規定による報告の

受理および知事への送付ならびに同項の規定による

確認に関する事務 

⑼ （略）

⑽ （略）

⑾ （略）

⑿ （略）

⒀ （略）

⒁ （略）

福井市 

６～３０ （略） （略） 

５～７ （略） 

別表（第２条関係） 

１～３ （略） 

４ 健康福祉部関係 

事務 市町 

１～４ （略） （略） 

５ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項中

「法」という。）および医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号。以下この項中「政令」という。）に基

づく、次に掲げる事務 

⑴～⑹ （略）

⑺ （略）

⑻ （略）

⑼ （略）

⑽ （略）

⑾ （略）

⑿ （略）

福井市 

６～３０ （略） （略） 

５～７ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 
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福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例 

福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年福井県条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等） 

第３条 義務教育諸学校等の教育職員（校長、副校長および教頭ならびに指導改

善研修被認定者（教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項

の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第４項の認定の

日までの間にあるものをいう。以下同じ。）を除く。）には、その者の給料月

額の１００分の１０に相当する額の教職調整額を支給する。 

２ （略） 

３ 義務教育諸学校等の教育職員（福井県一般職の職員等の給与に関する条例（

昭和２９年福井県条例第２４号。以下「給与条例」という。）第８条の規定に

よる管理職手当を支給される者および指導改善研修被認定者を除く。第６条に

おいて同じ。）については、給与条例第１５条および第１６条の規定は、適用

しない。 

附 則 

１ （略） 

２ 給与条例附則第２４項、第２８項または第２９項の規定による給料を支給さ

れる教育職員に対する第３条第１項の規定の適用については、同項中「給料月

額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例（昭

和２９年福井県条例第２４号）附則第２４項、第２８項または第２９項の規定

による給料の額との合計額」とする。 

３ 次の表の左欄に掲げる期間における第３条第１項の規定の適用については、

同項中「１００分の１０」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

令和８年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の５ 

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の６ 

（義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等） 

第３条 義務教育諸学校等の教育職員のうちその属する職務の級が、福井県一般

職の職員等の給与に関する条例（昭和２９年福井県条例第２４号。以下「給与

条例」という。）別表第３アまたはイの１級または２級である者には、その者

の給料月額の１００分の４に相当する額の教職調整額を支給する。 

２ （略） 

３ 義務教育諸学校等の教育職員（給与条例第８条の規定による管理職手当を支

給される者を除く。第６条において同じ。）については、給与条例第１５条お

よび第１６条の規定は、適用しない。 

附 則 

１ （略） 

２ 給与条例附則第２４項、第２８項または第２９項の規定による給料を支給さ

れる教育職員に対する第３条第１項の規定の適用については、同項中「給料月

額」とあるのは、「給料月額と附則第２４項、第２８項または第２９項の規定

による給料の額との合計額」とする。 

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７ 

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８ 

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９ 
   

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であって施行日の

前日までに同条第４項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する教職調整額については、改正後の第３条第１項および附則第

３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和７年１２月２５日 

福井県条例第４６号 

福井県港湾施設管理条例の一部を改正する条例  

福井県港湾施設管理条例（昭和３７年福井県条例第４５号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第５条、第９条関係） 

施設名 使用料算定基礎 使用料 

１～８ （略） （略） （略） 

９ 軌道走行式荷役

機械 

１時間につき（使用時間が

１時間を超える場合は、そ

の超える時間３０分ごとに

使用料の額の半額を加算す

る。） 

コンテナ専用のもの

コンテナターミナルの

区域内のもの

コンテナターミナルの

区域外のもの

コンテナ専用以外のもの

つり上げ荷重４６．５

トンのもの

つり上げ荷重５８．１

トンのもの

６万６，０００円 

６万４，０００円 

６万５００円 

７万６，７００円 

１０・１１ （略） （略） （略） 

備考 

  １～７ （略） 

別表第１（第５条、第９条関係） 

施設名 使用料算定基礎 使用料 

１～８ （略） （略） （略） 

９ 軌道走行式荷役

機械 

１時間につき（使用時間が

１時間を超える場合は、そ

の超える時間３０分ごとに

使用料の額の半額を加算す

る。） 

コンテナ専用のもの

コンテナターミナルの

区域内のもの

コンテナターミナルの

区域外のもの

コンテナ専用以外のもの

６万６，０００円 

６万４，０００円 

６万５００円 

１０・１１ （略） （略） （略） 

備考 

  １～７ （略） 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７ 

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８ 

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９ 
   

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であって施行日の

前日までに同条第４項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する教職調整額については、改正後の第３条第１項および附則第

３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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